
電子納付とは？

「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」というサービスを利用して供託金を納付する方法の
ことを「電子納付」と呼んでいます。
「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー） 」とは、税金や公共料金、各種手数料等を、金融機

関の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく、ＡＴＭやインターネットバンキングを
利用 して支払うことができるサービスです。

電子納付を行うためには、ペイジー
に対応したＡＴＭやインターネットバン
キングを利用する必要がありますの
で、事前に利用する金融機関にペイ
ジー対応の有無を確認してください。

また、金融機関によって利用限度額
が設定されている場合がありますの
で、納付する供託金額が利用限度額
内であるか注意が必要です。

注意点は？
ペイジーの利用ができる金
融機関やペイジーの使い方
については、日本マルチペ
イメントネットワーク推進協
議会のホームページでも確
認できます。

メリットは？

振込手数料がかからないので経済的です！
※収納機関や御利用時間によっては、手数料がかかる場合
があります。

会社や自宅のパソコン、ペイジー対応のATM
から納付できます！

現金を持ち歩く必要がありません！



【供託書正本】

供託金の電子納
付が確認できたら
供託所書正本を法
務局から受取り、
手続完了です。

【供託金の納付】

受理決定通知書の
情報をもとに、イ
ンターネットバン
キング 又はATM
を利用して供託金
を納付します。

【受理決定通知書】

供託申請が受理さ
れると法務局から
受理決定通知書を
お渡しします。

【供託書を提出】

申請する際に、電
子納付で供託金を
納付したい旨を伝
えてください。

電子納付の流れは？

「受理決定通知書」には、「収納機関番号」、
「納付番号」、「確認番号」が記載されてお
り、これらの番号は、電子納付を行う際に、
ＡＴＭやパソコンで入力していただく番号で
す。

電子納付を行う際には、この「受理決定通
知書」をお手元に御用意ください。

また、「受理決定通知書」には供託金の納
付期限が記載されていますので、期限までに
電子納付の手続を行ってください。

ＡＴＭやインターネットバンキングの
メニューから「料金振込（ペイジー）」
や「税金・各種料金払込み」等（※）の
メニューを選択し、画面の指示に従い、
「受理決定通知書」に記載されている
「収納機関番号」、「納付番号」、「確
認番号」を入力し、入金手続を行ってく
ださい。

※メニュー名は金融機関によって異なり
ますので、詳しくは各金融機関のウェブ
サイト等で御確認ください。

料金振込（ペイジー）

税金・各種
料金払込み

選択するメニューには、
ペイジーマークが付いて
いることが多いので、探
してみてください。

お問合せ先はこちら

〒４６０－８５１３ 名古屋市中区三の丸２－２－１

名古屋法務局供託課

０５２－９５２－８０７４
０５２－９５２－８１１３

業務取扱時間
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５


